
1号様式(第6条関係) 

審査基準・標準処理期間整理票 

処分の内容 児童扶養手当額の改定(増額･減額) 

根拠法令及び条項 児童扶養手当法第8条 

審
査
基
準 

■有(第3条第1項に該当する場合を含む。) 

□無(根拠：第3条第2項第 号に該当) 

公表 ■する □しない(公表しない場合の根拠：第7条第2項第 号に該当) 

【内容】(※審査基準を公表する場合のみ記載すること。) 

児童扶養手当法施行規則 第2条、第3条、第3条の2、第3条の3、 

第3条の4、第3条の5、第4条 

[別紙]のとおり 

審査基準 

設定年月日 
昭和36年12月7日 

審 査 基 準 

最終変更年月日 
平成30年9月28日 

標準処理期間 

□有(第5条において準用する第3条第1項に該当する場合を含

む。) 

  期間(                 ) 

■無(根拠：第5条において準用する第3条第2項第3号に該当) 

標準処理期間 

設定年月日 
年  月  日 

標準処理期間 

最終変更年月

日 

年  月  日 

所管部署 こどもみらい部 子育て応援課 

備考 

 

注 審査基準が法令に具体的に規定されているため審査基準を設定する必要

がない場合は、その旨及び当該法令の定めを審査基準の内容欄に記載する

こと。 



［別紙］ 

○児童扶養手当法施行規則（抜粋） 

 

 (手当額の改定の請求及び届出) 

第二条 法第八条第一項の規定による手当の額の改定の請求は、児童扶養手当

額改定請求書(様式第四号)に、新たな対象児童に係る次の各号に掲げる書類等

を添えて、これを手当の支給機関に提出することによって行わなければならな

い。 

一 戸籍の抄本及び新たな対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し 

二 前条第一号の二から第三号まで、第六号又は第九号に該当する場合には、

それぞれ当該各号に掲げる書類等 

三 前条第四号又は第五号に該当する場合であつて、新たな対象児童の父又は

母とその他の対象児童の父又は母が同じでないときには、それぞれ当該各号

に掲げる書類等 

第三条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、法第八条第

三項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、

児童扶養手当額改定届(様式第五号)を手当の支給機関に提出しなければなら

ない。 

 (支給停止に関する届出) 

第三条の二 受給者は、法第九条第一項、第十条又は第十一条の規定により手

当の全部又は一部の支給を受けないこととなる事由が生じたときは、十四日以

内に、児童扶養手当支給停止関係届(様式第五号の二)を手当の支給機関に提出

しなければならない。この場合においては、第一条第八号に掲げる書類その他

の当該事由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 

2 受給者は、法第九条第一項の規定により手当の一部を受けないこととなつて

いる事由が消滅したときは、十四日以内に、児童扶養手当支給停止関係届を手

当の支給機関に提出しなければならない。この場合においては、第一条第七号

に掲げる書類その他の当該事由が消滅したことを明らかにすることができる

書類を添えなければならない。 

3 受給者は、法第十二条第一項の規定により法第九条第一項の規定を適用しな

い事由が生じたときは、十四日以内に、児童扶養手当被災状況書を手当の支給



機関に提出しなければならない。 

第三条の三 受給者は、法第十三条の二の規定により手当の全部又は一部の支

給を受けないこととなる事由が生じたときは、十四日以内に、公的年金給付等

受給状況届(様式第五号の三)を手当の支給機関に提出しなければならない。こ

の場合においては、第一条第九号又は第十号に掲げる証明書を添えなければな

らない。 

2 受給者は、法第十三条の二の規定により手当の一部を受けないこととなつて

いる事由が消滅したとき又は当該事由の内容に変更が生じたときは、十四日以

内に、公的年金給付等受給状況届を手当の支給機関に提出しなければならない。

この場合においては、第一条第九号又は第十号に掲げる証明書を添えなければ

ならない。 

 (一部支給停止の適用除外に関する届出) 

第三条の四 受給資格者(養育者を除く。以下この条、第二十四条の五第三項、

第二十四条の六及び第二十六条第二項において同じ。)は、法第十三条の三第

一項に規定する期間が満了する月の翌月以降において、令第八条各号に掲げる

事由に該当する場合又は該当する見込みである場合であつて、法第十三条の三

第二項の規定の適用を受けようとするときは、当該適用を受けようとする月

(以下「適用除外事由発生月」という。)の属する年の八月一日(適用除外事由

発生月が八月から十月までのいずれかの月である場合にあつてはそれぞれそ

の三月前の月の初日とし、適用除外事由発生月が一月から七月までのいずれか

の月である場合にあつては当該年の前年の八月一日とする。)から適用除外事

由発生月の末日(適用除外事由発生月が八月である場合にあつては、当該年の

九月三十日。第一号において同じ。)までに、児童扶養手当一部支給停止適用

除外事由届出書(様式第五号の四)を、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ

当該各号に掲げる書類等その他当該事由が生じていること又は生ずる見込み

であることを明らかにできる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出し

なければならない。 

一 令第八条第一号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである

場合 次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからハまでに

掲げる書類(適用除外事由発生月の属する年の六月一日(適用除外事由発生

月が八月である場合にあつては当該年の五月一日とし、適用除外事由発生月



が一月から七月までのいずれかの月である場合にあつては当該年の前年の

六月一日とする。)から適用除外事由発生月の末日までのいずれかの時にお

いて、イに掲げる場合にあつては就業していること、ロに掲げる場合にあつ

ては求職活動をしていること、ハに掲げる場合にあつては第二十四条の五第

二項第一号に掲げる活動をしていることをそれぞれ明らかにできる書類に

限る。) 

イ 就業している場合 雇用されていることを証明することができる書類

の写し又は受給資格者が事業主であること若しくは在宅就業等を行つて

いることを証する書類その他の受給資格者が就業していることを明らか

にできる書類 

ロ 求職活動をしている場合 次に掲げるいずれかの書類 

(1) 公共職業安定所、母子家庭就業支援事業(母子及び父子並びに寡婦福

祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十条第一項第三号に規定す

る母子家庭就業支援事業をいう。第二十四条の五第一項において同じ。)

若しくは父子家庭就業支援事業(同法第三十一条の九第一項第三号に規

定する父子家庭就業支援事業をいう。第二十四条の五第一項において同

じ。)を実施する機関、特定地方公共団体(職業安定法(昭和二十二年法

律第百四十一号)第四条第八項に規定する特定地方公共団体をいう。第

二十四条の五第一項において同じ。)又は職業紹介事業者(同法第四条第

九項に規定する職業紹介事業者をいう。第二十四条の五第一項において

同じ。)において就職に関する相談等を受けたことを明らかにできる書

類 

(2) 求人者に面接したことその他の就業するための活動を行つているこ

とを明らかにできる書類 

ハ 第二十四条の五第二項第一号に掲げる活動をしている場合 公共職業

能力開発施設、専修学校等に在学していることその他の職業能力の開発及

び向上を図つていることを明らかにできる書類 

二 令第八条第二号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである

場合 当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 

三 令第八条第三号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである

場合 次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イ又はロに掲げる書



類等 

イ 第二十四条の五第三項第一号に該当する場合又は該当する見込みであ

る場合 医師又は歯科医師の診断書その他の疾病、負傷又は要介護状態に

あることにより受給資格者が就業することが困難であることを明らかに

できる書類等 

ロ 第二十四条の五第三項第二号に該当する場合又は該当する見込みであ

る場合 次に掲げるいずれかの書類等 

(1) 医師又は歯科医師の診断書その他の受給資格者の監護する児童が障

害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあることによ

り介護が必要であることを明らかにできる書類等及び受給資格者が当

該児童を介護する必要があることを明らかにできる書類 

(2) 医師又は歯科医師の診断書その他の受給資格者の親族が障害の状態

にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあることにより介護が

必要であることを明らかにできる書類等及び受給資格者が当該親族を

介護する必要があることを明らかにできる書類 

2 現に法第十三条の三第二項の規定の適用を受けている受給資格者であつて、

引き続き同項の規定の適用を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず、

児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書に、次の各号に掲げる場合に応

じ、それぞれ当該各号に掲げる書類等その他令第八条各号に掲げる事由が生じ

ていることを明らかにできる書類等を添えて、毎年八月一日から同月三十一日

までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、同項

の規定により当該書類等が既に提出されているときは、当該書類等については、

この限りでない。 

一 令第八条第一号に掲げる事由に該当する場合 前項第一号イからハまで

に掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからハまでに掲げる書類(適用除外事

由発生月の属する年の六月一日から八月三十一日までのいずれかの時にお

いて、当該イに掲げる場合にあつては就業していること、当該ロに掲げる場

合にあつては求職活動をしていること、当該ハに掲げる場合にあつては第二

十四条の五第二項第一号に掲げる活動をしていることをそれぞれ明らかに

できる書類に限る。) 

二 令第八条第二号に掲げる事由に該当する場合 前項第二号に掲げる書類



等 

三 令第八条第三号に掲げる事由に該当する場合 前項第三号イ又はロに掲

げる場合に応じ、それぞれ当該イ又はロに掲げる書類等 

3 前項に規定する受給資格者であつて、法第二十八条の二第一項又は第二項の

規定による相談、情報の提供、助言又は支援を受けたものについては、前項中

「から同月三十一日まで」とあり、及び同項第一号中「から八月三十一日まで」

とあるのは、「から九月三十日まで」とする。 

4 前各項の規定による児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書及びこ

れに添付する書類等の提出について、やむを得ない事情により期限までに提出

できなかつた場合は、その事情が消滅してから速やかに提出しなければならな

い。 

 (所得状況の届出) 

第三条の五 七月から九月までの間に法第六条の規定による認定の請求をした

者は、児童扶養手当所得状況届(様式第五号の五)に第一条第七号(ヘを除く。)

及び第八号(ニを除く。)に掲げる書類等(同条第七号柱書の規定にかかわらず、

前年の所得に係るもの。)を添えて、当該請求をした日からその年の十月三十

一日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 

 (現況の届出) 

第四条 受給者は、児童扶養手当現況届(様式第六号)に第一条第七号(ヘを除

く。)及び第八号(ニを除く。)並びに次の各号に掲げる書類等を添えて、毎年(前

条の規定による届出をした者にあつては、当該届出をした年を除く。)八月一

日から同月三十一日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければなら

ない。ただし、対象児童の父又は母が第三号の二イに該当する場合であつて、

既に同号イに掲げる書類を提出しているときは、当該書類については、この限

りでない。 

一 受給者及び対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し 

一の二 受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護

し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにするこ

とができる書類 

二 受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護して

いるときは、その事実を明らかにすることができる書類 



三 受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにす

ることができる書類 

三の二 受給者が法第九条第一項に規定する養育者であるときは、次に掲げる

書類 

イ 対象児童の父又は母が死亡しているときは、当該児童の父又は母の戸籍

又は除かれた戸籍の謄本又は抄本 

ロ 対象児童の父又は母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかに

することができる書類 

ハ 対象児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていると

きは、その事実を明らかにすることができる書類 

ニ 対象児童の父又は母が明らかでないときは、当該児童の戸籍の謄本又は

抄本 

四 受給者が法第四条第一項第一号ニに規定する児童を監護し若しくは養育

しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同

じ。)又は同項第二号ニに規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じ

くし若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第

七号において同じ。)は、当該児童の父又は母の生死が明らかでないことを

明らかにすることができる書類 

五 受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育して

いるとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を

同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一

年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類 

六 受給者が令第一条の二第三号に規定する児童を監護し若しくは養育して

いるとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を

同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引

き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類 

七 受給者が令第一条の二第五号に規定する児童を監護し若しくは養育して

いるとき又は令第二条第五号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を

同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本 


